
 

 

２０１２(平成２４)年度  法学既修者入学試験問題(２月試験) 

 

民 法 

 
(１２０分，総点１５０点) 

 

 

 

試験開始の指示があるまで開かないこと 

注意 

１．問題冊子は，表紙をふくめて４ページで，問題は３問ある。 

２．解答用紙は３枚配布する。解答は解答用紙に記入し，解答の末尾には，「以上」と明記

すること。また，用紙が不足した場合には，追加の用紙を配布するので，挙手して監

督者に知らせること。 

３．下書き用紙として，白紙を１枚配布する。ただし，下書き用紙の提出は認めないので，

必ず解答用紙に清書して提出すること。 

４．解答用紙への受験番号，氏名記入は，監督者の指示によること。また，「管理番号」欄

は，大学側が使用するので受験生は記入しないこと。 

５．問題の内容に関する質問には，応じない。 

６．試験時間内の退場はできない。なお，試験中の発病等やむを得ない場合には，挙手に

より監督者に知らせ，その指示に従うこと。 

７．試験終了後は，監督者の指示があるまで，各自の席で待機すること。 

８．問題冊子及び下書き用紙は，各自で持ち帰ること。 
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第１問 

 Ａは，平成８年４月１０日，その所有する甲土地（山林）をＢに売却する売買契約を締

結し，同日，代金支払いと引渡しが行われたが，所有権移転登記については，ＡＢ間の協

議で，後日行うことになった。 

 Ｂは，引渡しを受けた甲土地上で，その後継続的に椎茸栽培と林業を営んでいたが，平

成１０年８月２０日に死亡した。唯一の相続人である子Ｃは，当時遠隔地で会社勤めをし

ており，Ｂの死亡後も，甲土地の利用や管理ができないまま事実上放置していたが，平成

１２年３月に会社を辞めて家族とともに故郷に帰り，同年４月１日から，甲土地上で椎茸

栽培と林業を始めた。登記については依然としてＡ名義のままになっていた。 

 平成１６年６月５日にＡが死亡し，子Ｄが単独相続した。Ｃと以前から何かにつけて反

目しあっていたＥは，甲土地をＢ，Ｃが１０年以上占有していることを知りながら，登記

名義がＡのままになっていることを奇貨として，Ｃの椎茸栽培等をできなくして困らせて

やろう，買戻しを申し入れてきたら相場の２倍くらいの価格で売りつけて儲けてやろうと

考え，平成１８年１０月３０日にＤからこの山林を買い受け，相続を原因とするＡからＤ

への移転登記を経て，ＤからＥへの売買を原因とする移転登記が行われた。そして，Ｅは

平成１９年６月２５日に，事情を知らないＦに甲土地を転売して移転登記を行った。Ｃは

取得時効を援用して，それによる所有権取得をＦに対抗できるだろうか。(50 点) 
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第２問 

(1)  Ⅹは，平成３年３月１５日，Ｙから，Ｙが主に工業用のふっ化水素酸を製造するた 

めの工場用地として使用していた本件土地を買い受けた（以下，この契約を「本件売 

買契約」という。）。本件土地の土壌には，本件売買契約締結当時からふっ素が含まれ 

ていたが，その当時，土壌に含まれるふっ素については，法令に基づく規制の対象と 

なっていなかったし，取引観念上も，ふっ素が土壌に含まれることに起因して人の健 

康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず，Ⅹの担当者もそのような 

認識を有していなかった。 

(2)  平成１３年３月２８日，環境基本法に基づき，土壌に含まれるふっ素についての環 

境基準が新たに告示された。 

    平成１５年２月１５日，土壌汚染対策法及び土壌汚染対策法施行令が施行され，ふ 

っ素及びその化合物が特定有害物質と定められた。 

(3)  本件土地につき，土壌の汚染状況の調査が行われた結果，平成１７年１１月２日こ 

ろ，その土壌に，法令などで定められた基準値を超えるふっ素が含まれていることが 

判明した。 

(4)  Ｘは，本件土地上にマンションを建築する予定であったが，土地がこのように汚染 

されているため，その除染について予定外の費用がかかることになり，その費用の支 

払いをＹに対して求めたいと考えている。現在は，平成１７年１２月１２日である。 

 

問題 

 Ｘが，Ｙに対してこの費用の支払い請求をする場合に，その根拠となる民法上の制度に

ついて，Ｙからの反論をも考慮しながら検討し，Ⅹの請求が認められるかどうかについて

述べなさい。(50 点) 
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第３問 

以下の各問題に答えなさい。（合計 50 点） 

[小問１]（合計 15 点） 

 夫Ａは，妻Ｂに無断で協議離婚届を提出するとともに，Ｃ女との婚姻届を提出し，これ

らが受理された。その後，Ｃが妊娠した。 

以下の(1)及び(2)について，条文をあげながら簡潔に説明しなさい。 

(1) ＡがＢに無断で協議離婚届を提出したことを知ったＣは，Ａとの婚姻関係を解消した

いと考えている。どのようにすればよいか。（10 点） 

(2) 上記(1)により，ＡとＣとの婚姻関係が解消された場合，Ｃが婚姻解消前に生んだ子Ｄ

は，Ａの嫡出子としての身分を失うか。（5 点） 

 

［小問２］（35 点） 

甲には，妻乙，乙との間の子Ｘ，Ｙ（いずれも成人）がいたが，平成２２年２月１２日，

甲は死亡した。同日当時，甲には，乙と暮らしていたＡ土地とその上に建っているＢ建物

（当時の評価額合計３５００万円），甲が個人で経営していた旅館（Ｃ土地及びその上に立

っているＤ建物；当時の評価額合計１億３０００万円）及び銀行預金１０００万円があっ

た。 

平成２２年１０月１日，乙，Ｘ及びＹの間で，概略，以下の内容の遺産分割協議が成立

した（以下「本件遺産分割協議」という。）。 

① Ｙが甲の相続財産のうち，Ａ土地・Ｂ建物，Ｃ土地・Ｄ建物を取得する。 

② 銀行預金１０００万円は，乙及びＸがそれぞれ５００万円ずつ取得する。 

③ Ｙは，Ｘと仲良く交際する。 

④ Ｙは，Ｂ建物において乙と同居する。 

⑤ Ｙは，乙を扶養し，乙にふさわしい老後を送ることができるように最善の努力をす

る。 

Ｙは，本件遺産分割協議に従い，平成２２年１２月１日，乙と同居し始めたが，乙と不

仲となり，同２３年２月ころから乙の食事を用意することを拒否し，乙の国民健康保険の

保険料を支払わなくなるとともに，乙に対して暴力をふるうようになった。 

このようなＹの乙に対する虐待等を知ったＸは，Ｙの債務不履行を理由として遺産分割

協議を解除することができるか。 


